
 

毎 週 発 行 

 

上杉謙太郎（衆議院議員）事務所と 

婦人部が懇談 

 

  

☆ 
所
得
税
法
第
56
条
は 

廃
止
に
！  

☆ 

イ
ン
ボ
イ
ス
中
止
！ 

 

☆ 

消
費
税
を
５
％
に
戻
し
、

複
数
税
率
の
廃
止
！  

５
月
29
日(

月
曜
日)

 

婦
人
部
で

は
上
杉
謙
太
郎
議
員
事
務
所
を
訪
問
し

ま
し
た
。
６
月
５
日
に
行
わ
れ
る
全
国

業
者
婦
人
決
起
集
会
で
国
会
議
員
会
館

に
直
接
要
請
に
行
く
前
に
地
元
事
務
所

を
訪
れ
た
も
の
で
す
。
酒
井
洋
子
婦
人

部
長
と
二
宮
弘
子
副
部
長
、
小
山
公
子

会
計
長
、
遠
藤
事
務
局
員
が
参
加
し
、

「
所
得
税
法
第
56
条
の
廃
止
」
「
イ
ン

ボ
イ
ス
の
実
施
中
止
」「
消
費
税
を
５
％

に
戻
し
、
複
数
税
率
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
の
廃
止
」
を
求
め
る
請
願
に
理
解
と

賛
同
を
求
め
、
秘
書
が
応
対
し
て
、
一

時
間
の
対
話
に
な
り
ま
し
た
。
４
月
か

ら
秘
書
に
な
っ
た
ば
か
り
と
い
う
男
性

に
中
小
業
者
婦
人
の
生
の
声
を
伝
え
、

商
工
新
聞
の
記
事
を
見
せ
な
が
ら
イ
ン

ボ
イ
ス
で
こ
ん
な
困
っ
た
こ
と
が
起
き

て
い
る
と
訴
え
ま
し
た
。
参
加
し
た
部

員
か
ら
「
立
場
の
違
い
は
あ
る
と
思
う

が
聞
く
耳
は
持
っ
て
く
れ
た
」
と
感
想

が
あ
り
ま
し
た
。 

   

 

 

左
か
ら
二
宮
副
部
長
、
上
杉
議
員
秘
書
さ
ん
、

小
山
会
計
長
、
酒
井
部
長 

６
月
５
日
の
国
会
議

員
要
請
行
動
を
前
に
、

地
元
議
員
と
の
懇
談

や
署
名
行
動
を
重
ね
、

業
者
婦
人
の
要
望
を

国
会
へ
！ 

販
路
開
拓
へ
・
・
・ 

● 

補
助
上
限 

 

50
万
円 

 

● 

補
助
率
は
３
分
の
２
以
内 

 

● 

補
助
対
象 

店
舗
改
装
、
チ
ラ
シ
広
告
、 

看
板
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成 

 

※ 

ス
マ
ホ
対
応
な
ど
の
情
報
発
信 

「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
」
で
検
索 

. 
 

経
済
産
業
省  

中
小
企
業
庁  

  

小
規
模
事
業
者 

持
続
化
補
助
金 

の
活
用
を
‼ 

 

 税務署は「収支内訳書」の提出を強要するな!! 

納税者の権利を守る大事な行動です。 

誘い合って参加しよう！ 
 

実施日／ 6 月 6 日(火) 午前８時～ 
 

          白河市中田運動公園 駐車場 
 

 

 ８：００～８：２０ 受付・集会 

８：３０～     税務署請願行動・・・各自終了次第解散 
 

内  容／ 税務署から送付された『収支内訳書の提出封書』と 

別紙「請願書」「受理書」を付けて提出します。 
 

◇ 「請願書」請願者欄に住所・氏名を記入し押印してください。 

◇ 「受理書」に住所・氏名を記入してください。 

◇ 税務署からの『収支内訳書の提出封書』はなくさないで持参ください。 

◇ コロナ感染拡大で参集に不安な方は、請願書・税務署封筒を事務所か役員に 

依頼してください。 
 


